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                午前10時00分 開議 

                 （出席議員数18名） 

――――――――――――――――――――――――― 

        開  議  宣  告         

――――――――――――――――――――――――― 

○議長（北猛俊君） これより、本日の会議を開きます。 

――――――――――――――――――――――――― 

        会議録署名議員の指名         

――――――――――――――――――――――――― 

○議長（北猛俊君） 本日の会議録署名議員には、 

        本 間 敏 行 君 

        岡 野 孝 則 君 

を御指名申し上げます。 

――――――――――――――――――――――――― 

 日程第１ 

  市政執行方針並びに教育行政執行方針に対する 

  代表質問 

――――――――――――――――――――――――― 

○議長（北猛俊君） 日程第１、市政執行方針並びに教

育行政執行方針に対する代表質問を行います。 

 通告に従い、順次、質問を行います。 

 初めに、民主クラブ、日里雅至君の質問を行います。 

 17番日里雅至君。 

○17番（日里雅至君） -登壇- 

 おはようございます。 

 私は、民主クラブを代表して、平成27年度市政執行方

針並びに教育執行方針について質問をしてまいります。 

 今日における経済情勢は、消費税の引き上げ、電気料

の再値上げ、急激な円安による輸入原材料の高騰が市民

生活、企業を直撃し、危機的状況にあり、富良野の経済

の底上げと、この経済情勢への対応が急務と考えます。

また、人口減、少子高齢化対策、安全・安心に暮らせる

まちづくり、基幹産業の農業、観光との連携、中心市街

地の取り組み、雇用の場の確保などなど、課題が山積い

たしております。市民の行政に対するニーズは多様化し、

行政はあれか、これかの厳しい選択が必要になり、国か

ら地方へ流れてくる資金は縮小し、均衡ある発展の発想、

国土、環境、文化、安全の直接保障、国の形、国のあり

方を含め、富良野が自立するための富良野のアイデンテ

ィティーの再構築、再評価が必要と考えます。 

 行政サービスの効率化と市民が力を合わせたまちづく

り、徹底した情報開示、市民参加と協働を推進し、市民

の顔が見えるまちづくり、富良野市のさらなる発展に向

け、オール富良野で難局を乗り切らなければならないと

考えます。 

 そこで、７件についてお伺いをいたします。 

 １点目であります。 

 農村観光環境都市形成について、農村、観光、環境と

個別に伺ってまいります。 

 まず、農村についてであります。 

 農村の景観形成についてでございますけれども、景観

整備・保全のためには、基本的な理念の明確化と市民、

事業者、行政の責務の明確化、景観形成のための支援措

置の創設などが必要と考えます。市長の言う農村観光環

境都市の形成で、農村の富良野らしい景観形成とは、富

良野ならではの自然景観の創出とは、具体的な取り組み

と推進体制について伺います。 

 次に、観光であります。 

 富良野の観光に対する体制についてお伺いをいたしま

す。 

 富良野市、ふらの観光協会、富良野・美瑛広域観光推

進協議会のそれぞれの役割、運営体制、責任、調整、す

み分けと具体的な推進の取り組みに対する連携体制につ

いて伺います。 

 また、（仮称）ブランド観光圏に向けた取り組みにつ

いてもお聞かせいただきたいと思います。 

 次に、環境でございます。 

 地球温暖化防止、エネルギーの地産地消、再生可能エ

ネルギーの事業化と取り組み、具体的な推進体制につい

て伺います。 

 農村観光環境都市を形成するためには、より具体的に

まちづくりに対してのそれぞれのコンセプトを明確にし、

進行状況を、縦割りだけではなく、庁舎内、そして、市

民にもわかりやすく、庁舎内、議会、全てで情報を共有

できる体制が必要と考えますけれども、見解を伺います。 

 次に、中心市街地活性化についてであります。 

 東４条街区再開発事業も、フラノ・マルシェを中心に

市民と観光客の交流地点、また、高齢者マンション、保

育所の建設、商店街の再配置、そして、今回６月にオー

プンするアトリウム、第２マルシェ、そして、３世代交

流などが新たな交流空間として創出をし、にぎわいを見

せると期待するところであります。また、次の計画であ

りますけれども、77ヘクタールのエリアを30ヘクタール

に縮小し、今後は、本通り、すずらん、駅前、新相生と

いったエリアの中で、人の流れ、動線をつくり上げ、ま

ちなか回遊に取り組むということであります。快適生活

空間ルーバン・フラノを目指して、富良野の将来にわた

り、安全・安心、そして活気あるまちづくりを見据えて

取り組むことを望むものであります。 

 そこで、２点お伺いをいたします。 

 １点目は、第２期の中心市街地活性化基本計画の目玉

になるサンライズ・パーク構想、（仮称）サンライズ・

パーク整備事業を今後どのような形で進めていこうとさ

れているのか、市長の基本的な考え方を伺います。 

 ２点目は、まちなか回遊、まちなか居住によるにぎわ

いの創出をどのように取り組むのか、お伺いをいたしま
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す。 

 次に、人口減少・少子高齢化社会への取り組みについ

てお伺いをいたします。 

 富良野市の人口は、昭和40年まで増加傾向にありまし

た。ピークのときにつきましては３万6,627人を超え、昭

和40年以降、人口は減少に転じ、昭和50年には３万人を

切り、現在は２万３,000人へと推移しているということ

であります。 

 １月の広報誌の中で、全国自治体のうち896の自治体が

消滅可能であり、平成22年から平成52年までの30年間に、

20歳から39歳の若年女性は半分以下になると試算をし、

将来、消滅可能性があると指摘されました。残念ながら、

富良野市もその中に含まれております。人口減少、少子

高齢化への対応が必要であります。 

 そこで、４点についてお伺いをいたします。 

 １点目は、政府が推進している人口減少克服、地方創

生の政策を、最終年度を迎える富良野市第５期総合計画

との整合性と今後の富良野のまちづくりにどのように生

かしていくのか、お伺いをいたします。 

 ２点目は、人口減少対策として、少子高齢化の対応、

子育て支援の拡大、移住・定住の推進など、どのように

具体的に取り組んでいくのか、お伺いをいたします。 

 ３点目は、各業界、農業、商工業、観光業、福祉など

など、担い手についてお伺いをいたします。 

 農業については、農業担い手育成センターを核に体制

が充実し、期待するものでありますが、市内の商工業、

観光業、福祉などなどの担い手不足は深刻であります。

後継者の技術継承、技術免許の取得などなど幅広い支援

が必要と考えますけれども、市長の見解を伺います。 

 ４点目は、人口対策に係る事業を進める上で、ふるさ

と納税の活用について伺います。 

 ふるさと納税は、自分の生まれた故郷や応援したい自

治体などに寄附をし、地方を応援していただくことが趣

旨と考えます。現在は、マスコミなどが豪華な特産品が

もらえると報道し、応援よりも損得の関係で加熱ぎみに

なっていると感じております。ふるさと納税は、税金（寄

附）の使い道を指定できる制度であります。人口減少克

服のための施策として、移住・定住の促進、子育て支援

の拡大、教育、医療、スポーツ、芸術、文化など、ふる

さと納税の使い道を絞り込み、この制度にのっとって、

富良野市にとっても、納税者にとっても、現実性のある

一番有効な使い道を提案し、推し進める考えはないか、

お聞かせいただきます。 

 次に、スポーツ・文化振興についてお伺いをいたしま

す。 

 スポーツ、芸術文化は、市民の心のつながり、相互理

解、心豊かな社会の形成と心身両面による健康保持に資

する活動と考えます。教育委員会が担っていた芸術文化・

スポーツ行政は、市長部局に移行するに当たり、総合的

に推進する体制に向けてどのように取り組んでいくのか、

お聞かせをいただきたいと思います。 

 次に、地域包括ケアシステムの取り組みについてお伺

いをいたします。 

 高齢者が住みなれた地域で自立した日常生活ができる

ように、医療、介護、介護予防、住まいが包括的に確保

される地域包括ケアシステムの構築が求められておりま

す。サービス体制、担い手確保、連携など、どのように

取り組んでいくか、お伺いをいたします。 

 次に、市街地の空き地・空き家対策についてお伺いを

いたします。 

 土地・家屋の権利者が高齢化し、しかも割高で、空き

地、空き家が点在し、郊外に新しい住宅が開発され、周

辺に人口が流出し、まちなかに空き地、空き家が点在し

ている状況であります。 

 そこで、適正管理、条例制定、まちなか居住に対する

具体的な取り組みについて、市長の見解をお伺いいたし

ます。 

 続きまして、広域連携についてお伺いをいたします。 

 １点目は、広域連携における広域連合の課題と振興、

発展に向けた今後の方向性についてお伺いをいたします。 

 次に、教育行政についてお伺いをいたします。 

 第５次富良野市総合計画を基本とし、「すべては子ど

もたちのために」を合い言葉に、子供たちの無限の可能

性を伸ばすのが学校教育の務めと執行方針の中には書い

てございました。その成果をあらわすために、環境づく

りを推進するということでございますけれども、その中

で、教育行政について、５点お尋ねをいたします。 

 １点目は、教育制度改正に伴う教育行政の責任と危機

管理体制の具体的な取り組みについてお尋ねをいたしま

す。 

 ２点目は、教育委員会が学校教育に特化する組織づく

り、教育委員会づくりについてお尋ねをいたします。 

 ３点目は、さらなる学力の向上についてどのような取

り組みを推進するのか、お尋ねをいたします。 

 ４点目は、安全・安心な学校施設整備として、各学校

への防犯カメラの設置についてのお考えをお尋ねいたし

ます。 

 ５点目は、屋外体育施設の整備についてでございます。 

 ラグビー、サッカー場の新設に向けた進捗状況につい

てお伺いをいたします。 

 また、陸上競技場の改築による全天候型トラック、公

認競技場、そしてフィールド内にラグビー、サッカーが

できるエリアを入れるといった取り組みについても、進

捗状況をお知らせいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（北猛俊君） 御答弁を願います。 
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 市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） -登壇- 

 おはようございます。 

 民主クラブ日里議員の代表質問にお答えをいたします。 

 １件目の農村観光環境都市形成における富良野らしい

景観形成についてであります。 

 富良野らしい景観とは、豊かな自然景観、農村景観と

認識をいたしております。この景観は、美しく豊かな森

林、山岳、さらに、基幹産業である農業によってもたら

されているものであり、魅力ある観光資源になっており

ます。今後におきましても、農業を育て、観光でもてな

し、環境を守る農村観光環境都市のまちづくりを進めて

いくことで維持・保全に努めてまいります。 

 具体的な取り組みの推進については、富良野らしさの

自然環境を守る条例に基づきまして、事前協議や関係住

民の同意書の提出などの指導を行っております。また、

一定規模を超える事業所等は、北海道への届け出や審査

と指導、勧告、命令などにより行っているところであり

ます。 

 次に、市、観光協会、富良野・美瑛広域観光推進協議

会の役割等についてであります。 

 富良野・美瑛広域観光推進協議会につきましては、地

域内の誘客を目的に、１市４町１村を母体とした観光共

同体として、一自治体では難しい事業について連携した

取り組みを進めているところであります。 

 市におきましては、全市的な事業、関係機関・団体と

の調整や連携などの取り組みを進めており、観光協会に

おきましては、市内観光の中心的な事業展開の主体とし

て取り組みを進めているところであります。それぞれが

役割に応じた事業体制などによって取り組みを推進して

いるところであります。 

 次に、（仮称）ブランド観光圏に向けての取り組みに

ついてであります。 

 富良野・美瑛広域観光推進協議会では、ブランド観光

圏の認定に向けて、広域全体での取り組みと各市町村の

取り組みを補完的に組み合わせながら総合的に進めてお

ります。広域全体の取り組みとしては、プログラムづく

り、ホームページのリニューアル、２次交通の整備、宿

泊施設、食、ガイドなどの品質保障の検討などの取り組

みを、また、各市町村ではそれぞれ地域特性を生かした

取り組みを進めており、本市においては、広域の滞在拠

点としてインフォメーションなどの受け入れ環境の整備

の取り組みを進めているところであります。 

 次に、環境、地球温暖化防止、エネルギーの地産地消、

再生可能エネルギー事業化の取り組みと推進体制につい

てであります。 

 平成25年度、市内の有限会社三素が中心となり、３カ

年間の事業として、環境省の地域主導型再生可能エネル

ギー事業化検討委託業務を受託し、ふらの環境エネルギ

ー事業化検討協議会を設置いたしました。本協議会は、

学識経験者、民間企業、環境関係ＮＰＯ等の民間団体、

地域住民、地方公共団体等で構成しておりますが、地域

の住民等が参画できる再生可能エネルギーの導入と事業

の確立に取り組んでいるところであります。 

 次に、農村観光環境の形成のための庁内連携プロジェ

クトの設置についてでありますが、農業を育て、観光で

もてなし、環境を守る農村観光環境都市の形成は、本市

の重点施策であり、それぞれの部局において企画立案、

事業執行、進行管理を行っているところであります。各

所管で執行している事務事業は、行政運営上の重要政策

や事務執行の総合調整を行う庁議の場において横断的な

議論や政策決定を行い、農村観光環境都市形成に向けた

取り組みを進めているところであります。 

 次に、２件目の中心市街地活性化について、（仮称）

サンライズ・パーク整備事業の今後の進め方についてで

あります。 

 昨年10月に国から認定された中心市街地活性化基本計

画に基づき、平成27年度に、ふらのまちづくり株式会社

や商工会議所、各商店街など関係団体と連携しながら具

体的な構想づくりに着手し、事業内容や整備手法などに

ついてさまざまな角度から検討を進めるとともに、平成

28年度以降の事業実施に向けて、北海道及び国の関係省

庁と地元負担の軽減を図ることができる事業の組み立て

について協議を進めてまいります。 

 次に、まちなか回遊によるにぎわいの創出についてで

あります。 

 新たな中心市街地活性化基本計画においては、相生、

すずらん、五条、本通りの各商店街を含む約30ヘクター

ルを重点区域として中心市街地の活性化に取り組むこと

としております。核となる拠点として既に整備済みであ

ります中心街活性化センターふらっとを含む駅前地区や

フラノ・マルシェ、さらに、本年６月に本格オープンす

るネーブル・タウンを加え、（仮称）サンライズ・パー

ク構想の整備により、まちなか回遊の拠点をつなぎ、周

辺商店街のにぎわいに結びつけていくことが重要である

と考えております。 

 次に、３件目の第５次富良野市総合計画と地方版総合

戦略との整合性についてであります。 

 総合計画は、本市の振興、発展を目的とした総合的、

計画的な指針であり、人口減少対策を網羅しております。

現計画は、平成23年度に策定し、後期基本計画は平成28

年度から５カ年を計画期間に来年度内に策定をする予定

であります。一方、地方版総合戦略は、まち・ひと・し

ごと創生法に基づき、人口減少対策と地方創生を目的に、

平成27年度から５カ年の戦略として、地域人口ビジョン

や将来の目標、基本的施策を定めるものであり、整合性
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は図らなければならないものと考えております。 

 次に、子育て支援の拡大についてであります。 

 本年６月開所の虹いろ保育所での保育時間延長と乳児

保育定員の拡大や、地域型保育における保育給付費の給

付、乳幼児全戸訪問の拡大を実施してまいります。 

 移住・定住の推進につきましては、移住相談ワンスト

ップ窓口の継続や情報発信の強化、お試し暮らし住宅の

新たな開設を実施してまいります。今後においても、少

子化対策としての子育て支援及び移住・定住施策の拡充

を検討してまいります。 

 次に、各業界における担い手対策、後継者技術継承、

技術免許の取得についてであります。 

 各業界において、人口減少や高齢化、後継者不足によ

り、それぞれの分野においてこれまで引き継がれてきた

知識や技術の継承が難しくなってきている状況があるも

のと認識をいたしております。地域経済活性化のために

は、人材の発掘や育成、後継者への技術継承、技術免許

の取得や、異業種間との連携を図り、次世代の人材確保

に対する支援をさらに拡大していく必要性がある、この

ように考えております。 

 次に、人口減少対策に係る事業を進める上でのふるさ

と納税についてであります。 

 ふるさと納税につきましては、制度開始以来、本市は、

一般寄附としての取り扱い、特典は設けないことを基本

に運用をしております。 

 御質問にありました自分の生まれたふるさとあるいは

育った地域の応援という趣旨で寄附をいただき、その篤

志を地方創生における人口減少対策を進める事業の財源

としてまちづくりに生かすことは、有意義であると考え

ているところであります。 

 次に、４件目のスポーツ・文化振興についてでありま

す。 

 スポーツ、文化に関する事務については、市長が管理

及び執行することを可能とする条例を本議会に提案して

いるところであります。条例可決後のこととなりますが、

教育委員会からの意見としてのスポーツ・文化活動の一

層の推進、教育委員会との連携を踏まえ、庁内での十分

な議論を経て具体的な事務事業を移行し、総合的なまち

づくりの推進と効果的な執行体制の構築に努めてまいり

ます。 

 次に、地域包括ケアシステムの取り組みについてのサ

ービス体制、担い手確保、連携などの取り組みについて

であります。 

 サービス体制につきましては、需給バランスのとれた

サービスを維持していくため、基礎調査で把握した必要

なサービスの確保に向け、参入事業者との協議や事業者

の公募などによって計画的な基盤整備を推進してまいり

ます。また、担い手確保では、将来、介護職員の人材不

足が予想されていることを踏まえ、長期的視野に立ち、

市民の福祉、介護への理解が高まるように、さまざまな

機会を通じて介護の現状を知っていただき、潜在的な有

資格者の掘り起こしや、地域の元気な老人が集う老人ク

ラブやシルバー人材センター、ボランティアの育成に取

り組んでいる社会福祉協議会等と連携協力し、担い手と

なる人材の確保を図ってまいります。さらに、富良野地

域人材開発センターが主催する介護職員初任者研修養成

講座や、国、道が行う福祉・介護職の育成、支援を活用

した人材の育成に努めてまいります。 

 在宅医療、介護サービスの連携につきましては、高齢

者が地域で自立した生活をしていくためには、入院、退

院、在宅生活を通じて継続的、一体的に医療・介護サー

ビスを受けられるよう、これまでの医療と介護の連携の

取り組みをもとに、連携がさらに推進されるよう、在宅

医療・介護連携会議の設置を検討してまいります。 

 また、生活支援体制整備の連携につきましては、実施

主体や関係機関・団体と連携し、情報収集の役割を担う

協議体を設置し、高齢者のニーズと生活支援サービスの

マッチングを図ってまいります。 

 次に、６件目の自然環境を生かして住みよさを高める

まちづくりの空き地・空き家対策についてであります。 

 国は、適切な管理が行われていない家屋等が防災、衛

生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼし

ていることから、地域住民の生命、身体、財産の保護、

生活環境の保全、空き家活用のため、平成26年12月、空

き家等対策の推進に関する特別措置法案を可決いたしま

した。この法を施行するため、国は、空き家に関する施

策の基本指針を策定することとなっております。このガ

イドラインが５月ごろに示されることとなっております

ので、今後、国の基本指針に即した空き家等対策の計画

策定、条例制定を行ってまいります。 

 また、まちなか居住の推進については、空き家の実態

調査に取り組み、制度設計を検討してまいります。 

 適切な管理が行われていない空き地については、所有

者に対し、立木や雑草など伐採等の措置の指導を行って

まいります。 

 次に、広域連携における広域連合の課題についてであ

ります。 

 富良野広域連合は、事務事業の共同処理による効果、

効率化を図ることを目的に、消防、環境衛生、学校給食、

串内牧場の四つの一部事務組合を統合し、平成20年９月

に発足をいたしました。広域連合の課題といたしまして

は、消防における消防装備の充実や機動力の向上、環境

衛生センターにおける施設や機器の修繕、学校給食セン

ターにおける児童生徒数の減少、串内牧場における利用

頭数の減少などが挙げられますが、今後の行財政運営の

さらなる効率化を図り、圏域住民の福祉の向上を図るた
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めに、引き続き５市町村による協議を行ってまいります。 

 次に、広域的な課題解決に向けてについては、富良野

圏域連携協議会において、適宜適切な論議、協議を重ね、

圏域の振興、発展に努めてまいります。また、各市町村

の住民の意見、要望を把握した上で協議を進めるととも

に、情報提供に努めてまいります。 

 以上であります。 

○議長（北猛俊君） 続けて、御答弁願います。 

 教育委員会教育長近内栄一君。 

○教育委員会教育長（近内栄一君） -登壇- 

 おはようございます。 

 民主クラブ、日里雅至議員の教育行政執行方針に対す

る代表質問にお答えいたします。 

 教育委員会制度の改正に伴う教育行政の責任の明確化

についてであります。 

 新たな教育委員会制度においては、教育委員長と教育

長を一本化した新教育長が教育行政の責任者となるため、

教育行政の責任の明確化が図られることになります。 

 なお、経過措置が設けられており、現教育長は、教育

委員会の委員としての任期中に限り、なお従前の例によ

り在職することになります。 

 危機管理体制についてでありますが、総合教育会議の

設置により、いじめ問題など児童生徒の生命、身体や教

育を受ける権利を脅かすような重大な事案が生じた場合、

事案への迅速な対応を図るための協議、調整を行ってま

いります。 

 次に、教育委員会の学校教育に特化する組織づくりで

あります。 

 教育委員会制度の改正法施行後も、教育の政治的中立

性、継続性、安定性を確保するため、教育委員会を引き

続き教育行政の執行機関とし、職務権限は従来どおりと

されているところであります。このため、文化・スポー

ツ行政の一元化に向けての取り組みを進め、その後の検

証、評価を行うとともに、関係法令改正の動向や先行事

例について調査をしながら、教育委員会の学校教育への

特化について適切な判断をしてまいりたいと考えており

ます。 

 次に、学力の向上に対する取り組みであります。 

 毎年実施をしております全国学力・学習状況調査の分

析、検証を行い、各学校で策定する学校改善プランに基

づき、学習指導方法の工夫、改善や学習環境づくりを進

め、さらなる学力向上に向けた授業改善や放課後学習、

長期休業日の学習サポート授業の実施などの取り組みを

推進してまいります。 

 次に、安全・安心な学校施設整備としての各学校の防

犯カメラの設置についてであります。 

 現在、防犯カメラは、富良野小学校の正面玄関に設置

されているほかに、昨年度改築した東小学校の正面玄関

と校舎裏側に設置しております。防犯カメラを設置する

ことにより、不審者等の侵入防止の抑止力とはなります

が、不審者を完全に校舎内に侵入させない対策とはなり

ません。このため、各学校で策定している学校危機管理

マニュアルの再点検を行うとともに、防犯訓練や防護器

具の使用実技訓練を日ごろから実施し、被害を最小限に

抑え、児童生徒が安全・安心な学校生活を送ることがで

きるよう対応してまいります。 

 次に、屋外体育施設の整備についてであります。 

 今後の屋外体育施設の整備に当たりましては、スポー

ツ施設の必要な機能、規模、適正配置、利活用、広域連

携などについて、市民並びにスポーツ団体などからの幅

広い意見を参考に、市としての方向性を決定した上で、

第５次富良野市総合計画後期基本計画に反映しながら進

めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（北猛俊君） 以上で、日里雅至君の質問は終了

いたしました。 

 次に、ふらの未来の会、広瀬寛人君の質問を行います。 

 広瀬寛人君。 

○５番（広瀬寛人君） -登壇- 

 おはようございます。 

 私は、ふらの未来の会を代表して、今議会に提出され

ました平成27年度市政執行方針並びに教育行政執行方針

について、順次、質問を行います。 

 市長は、平成27年度の市政に臨む基本姿勢として、社

会経済情勢の変化に柔軟かつスピード感を持って対応で

きる行政運営を進めていかなければならないとの認識を

示し、三つの重点政策と主な施策に分けられて執行方針

を示されました。農業を育て、観光でもてなし、環境を

守る農村観光環境都市を形成するとの重点政策は、市長

の公約にもうたわれており、並々ならぬ決意のもと、そ

の実現に邁進していくものと期待をしております。 

 ＴＰＰ問題の結論への不安、後継者の不在、事業継承

の難しさなどから、富良野市の農地にも残念ながら耕作

放棄地や離農者がふえ、基幹産業の一つである農業を担

う人材が不足しております。その問題を解決すべく、昨

年12月に開設した富良野市農業担い手育成センターを拠

点として、将来の富良野農業の担い手となる人材の育成、

確保を図るとともに、関係機関・団体と連携しながら、

富良野市農業担い手育成協議会の法人化を検討するとの

ことであります。まずは、法人化を目指す組織の規模や

出資者構成など、どのような形態の法人をイメージされ

ているのか、法人化によるメリットとは何であるのか、

お聞かせください。 

 また、農業の６次化が叫ばれて久しいですが、農業生

産物を製品化されている法人を富良野で招き入れること

も担い手の確保になると思います。北海道内でも、企業
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法人がイニシアチブをとり、農産物や乳製品などを生産

して付加価値をつけて出荷することにより、農業の担い

手としての組織が活躍している例もあります。土地利用

型農業や園芸を中心とした小規模、高収益な農業、家族

経営型農業、企業型農業など、多様な客体で基幹産業を

支えていく時代になりつつあると考えますが、見解をお

伺いします。 

 次に、観光では、平成29年度に観光庁からのブランド

観光圏の認定を受けるべく、日本を代表する観光地づく

りを推進し、通年型・滞在型観光の推進を図っていくと

のことです。通年型への取り組みは、ここ数年、幾つか

の新しい企画も見受けられ、一定の成果を上げていると

思いますが、滞在型観光を実現するには体制づくりが急

務と思われます。富良野を拠点として、富良野圏域を観

光するにも、道内観光のベースキャンプとして楽しむに

も、長期滞在可能な受け入れ体制が必要条件となります。 

 現在、富良野市では、お試し住宅という制度で長期滞

在が可能な受け皿を持っておりますが、規模としてはわ

ずかであります。通年型・滞在型観光の推進にどのよう

な施策をお考えなのか、お聞かせください。 

 重点政策の二つ目である中心市街地活性化については、

昨年10月に認定された新たな富良野市中心市街地活性化

基本計画に基づいて進められることと認識をしておりま

すが、（仮称）サンライズ・パーク整備事業などのよう

に、観光地としての受け入れで必須とされながら、収益

性が低い駐車場や公衆トイレの整備や運営などは、自治

体として踏み込んだ姿勢が必要と思います。商工会議所

や商店街などの関係団体と連携して、まちなか回遊や中

心市街地の活性化を図っていく上で、行政が担わなけれ

ばならない分野をどのように捉えているのか、お伺いし

ます。 

 三つ目の重点政策である人口減少対策については、若

年層の結婚、出産、子育て支援などの環境整備から職場

の確保など、総合的な戦略が必要と思います。市長は、

執行方針の中で、全ての政策を集中して取り組まなけれ

ばならない最重要課題と認識していると述べております。

そのことに同意するとともに、各所管部署をまたいだ全

ての政策を総合的に俯瞰して、適宜、施策実行を推し進

めることのできる仕組みづくりが必要と考えますが、地

方版まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定のみならず、

実行までを誰がどの時期まで担っていくお考えなのか、

お伺いします。 

 また、第５次富良野市総合計画後期基本計画との整合

性をどのように図っていくお考えなのか、お伺いします。 

 次に、主な施策について、順次、お伺いします。 

 まず、次代を担う子供たちをみんなで育むまちづくり

についてであります。 

 本年６月には、虹いろ保育所の開設とともに、保育時

間の延長や乳幼児医療による医療費の助成などを継続す

るとともに子育て支援の充実を図ると表明されています

が、具体的にどのような取り組みが新たになされ、充実

が図られるのか、お伺いします。 

 また、幼児教育の分野では、就園機会の拡充を図ると

されていますが、保育所と幼稚園の位置づけ、民間経営

で行われている幼稚園の教育を含め、一貫した教育の実

践に努めるとありますが、保育と教育の分野をどのよう

に捉えられているのか、お伺いします。 

 また、学校教育では、子供たちがみずからの未来や社

会を開く生きる力をオール富良野で育んでいくことを掲

げ、教育のコンセプトを連続、継続、接続を基軸に置き、

各学校や教職員などが教育の原点を見詰め直し、幼、小、

中、高の相互連携による教育の実践と学力向上に取り組

んでいくと表明されたことは、まさに炯眼であり、時期

を得たものと思いますが、相互連携を図る仕組みをどの

ように構築するかが重要と考えますので、想定されてい

る仕組みをお聞かせください。 

 次に、誰もが健康で安心のできる地域づくりです。 

 富良野圏域の医療ニーズに沿った医療体制を維持、確

保するため、地域センター病院や富良野医師会などの関

係機関と連携して、医師確保対策への助成や、医師養成

確保修学資金貸し付けなどを継続し、２次医療圏として

の役割を果たすべく支援をすることは十分に理解すると

ころであります。 

 しかし、昨年から本年、来年にかけてのセンター病院

の医師の充足率に鑑みるに、特段の支援をしていかない

と、幾つかの自治体で経験したように、五月雨式に医師

が医療現場から離れ、医療崩壊を起こしかねない危機感

を抱かざるを得ませんが、どのような認識をお持ちなの

か、お伺いいたします。 

 介護保険険分野では、国の制度改正により、介護予防

や支援段階のサービス提供については自治体が取り組む

方向に変わり、財源も含め、自治体がサービス提供の客

体をどのように準備するのかが問われる時代となりまし

た。富良野市では、ヘルパーを初め、介護従事者の不足

から、各介護施設で必要な人材を確保できない状況にあ

ります。そのような中、介護予防ボランティアの養成や

地域包括ケアシステムの構築に向け、サービス提供体制

の整備や担い手確保に取り組むとありますが、どのよう

な手法によって実現させていこうとお考えなのか、お聞

かせください。 

 生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援について

は、本年４月の義務化後も、富良野市社会福祉協議会と

の連携で取り組んでいくとされていますが、過日の新聞

報道にもあるように、就労支援、一時生活支援、家計相

談、子供学習支援などについては今後どのようにされる

のか、お聞かせください。 
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 次に、人と自然が共生する環境にやさしいまちづくり

についてお伺いします。 

 治水対策では、近年の集中豪雨、防災、減災の視点か

ら、市街地排水路整備補修委託事業に着手して計画的な

排水整備を進めるとあります。市街地においても、ゲリ

ラ豪雨で、床下浸水、あわや床上浸水になる寸前まで至

るケースが散見され、一刻も早い整備が求められており

ますが、全体計画をどのくらいの期間で取り組まれるの

か、着手される優先順位などがありましたらお聞かせく

ださい。 

 市内での再生可能エネルギー事業化の取り組み支援で

は、富良野市農業担い手センターに導入されたボイラー

など、地域資源を活用してこの圏域からエネルギーに関

する支出を抑制、低減させる仕組みが大切であり、再生

可能エネルギーの生産とともに、再生可能エネルギーを

利用できる装置まで富良野圏域で調達できるよう支援す

ることが重要と考えます。エネルギー自給率の向上と起

業、就業、ノウハウづくりの視点を含んだ支援が肝要と

考えますが、見解をお伺いします。 

 市民の住環境向上についてです。 

 住宅リフォーム事業の再開と制度改正は、時勢に合っ

たものであり、さらに、全国的に問題となっている空き

家の適正管理に向けた条例や、まちなか居住の誘導策を

検討されることは意義あることと考えます。特に、空き

家に関しては、先進自治体での取り組みにもあるように、

借り上げ公営住宅的な要素を持った改修への補助や、二

地域居住の受け皿活用と危険家屋の適正管理といった視

点に峻別して、空き家問題やまちなか居住、子育て世代

の住環境支援など、総合的な施策として取り組む必要が

あると考えますが、見解をお聞かせください。 

 次に、地域の魅力ある産業を活かしたまちづくりにつ

いて伺います。 

 商工業の振興では、富良野市中小企業振興総合補助金

の支援メニューの見直しと、制度融資の活用促進によっ

て、継続的な支援を図り、企業立地促進法に基づく富良

野・美瑛地域基本計画の見直しによる企業誘致に向けた

基盤整備に努めるとあります。制度融資については、こ

こ数年でも改善が図られ、活用促進がなされていると認

識をしております。金利市場も、財政基盤がしっかりし

た企業に貸し出す金利は１％を切る時代となり、新たに

事業を起こされる事業者や小口金融への手厚い支援など、

対象や支援方法に工夫が必要と考えます。また、企業誘

致の基盤整備も、圏域の特性に見合った基盤整備とその

情報の周知が必要と考えます。 

 また、プレミアム商品券の支援では、日本経済新聞で

も指摘されているように、継続性と独自性が求められま

す。京都府では、介護保険サービスを利用しないで90歳

を迎えた方に３万3,000円のプレミアム商品券を無料で配

るなど、高齢者支援とあわせた形で取り組むなど、行政

としてのかかわり方に工夫を凝らしております。 

 地域内消費の流出を防ぎ、地域経済波及効果を上げる

には、綿密な計画や関係機関との連携をさらに深める必

要性があると考えますが、見解をお聞かせください。 

 観光振興では、アウトドアニーズに対応するため、富

良野・美瑛地域の雄大な景観の中でのサイクルツーリズ

ムを推進するとあります。行政区域をまたいで富良野圏

域を訪れる観光客に魅力ある地域となるには、各自治体

にある観光協会のみならず、観光行政の分野でもさらな

る連携強化が必要であり、サイン計画の策定も圏域とし

ての視点が必要と考えますが、見解をお伺いします。 

 市民と地域、行政が協働して築くまちづくりについて

は、広域連携の推進という視点で、医療体制の確保や一

般廃棄物の処理、観光振興などに取り組むお考えで、定

住自立圏構想を具現化すべく、富良野圏域１市３町１村

による富良野圏域連携協議会を設立して、共生ビジョン

に基づく連携や圏域振興・発展に関する協議を実施する

とあります。 

 市民、住民に身近な行政サービスである図書館やスポ

ーツ施設利用など、富良野圏域の住民がひとしく利用で

きるような身近なところから地ならしをする必要性を感

じますが、見解を伺います。 

 続いて、教育行政執行方針についてお伺いします。 

 学校教育については、行政、学校、家庭、地域社会の

連携による確かな学力向上に努めるとあります。学社融

合の取り組みも緒についてまいりましたが、少子高齢社

会が進む中、子供は社会全体で見守り、育んでいく環境

整備が必要と考えます。 

 地域社会の連携をさらに深める施策をどのようにお考

えなのか、お聞かせください。 

 道徳教育についての豊かな情操では、幸いなことに、

演劇を通したまちづくりというすばらしい手だてがあり

ますが、生命倫理、規範意識の醸成についてはどのよう

な具体策をお考えなのか、お知らせください。 

 食育については、子供の発達段階に応じた食育を、栄

養教諭と養護教諭が連携を図り、実践するとあります。

このことは重要であると理解しますけれども、さらに、

基幹産業が農業である富良野市として、食べ物の原材料

をつくるなりわいや安全・安心な食材のために、日夜、

苦労されている方々の奮闘も含めて、大きな枠組みで食

育を捉えることが重要と考えますが、見解をお伺いしま

す。 

 国際理解教育につきましては、単に英語が話せるとい

った語学教育に偏らず、郷土富良野を愛し、誇りを持つ

ことができるよう、重層的な視点で教育に当たり、みず

からが育った地域をしっかり語ることができることが国

際人の第一歩と自覚できる未来を担う富良野の子供たち
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を育んでいくことが重要と考えますが、見解をお聞かせ

ください。 

 以上をもちまして、平成27年度市政執行方針並びに教

育行政執行方針に対するふらの未来の会としての代表質

問を終わります。 

○議長（北猛俊君） ここで、10分間休憩いたします。 

     ――――――――――――――― 

        午前11時00分 休憩 

        午前11時09分 開議 

     ――――――――――――――― 

○議長（北猛俊君） 休憩前に引き続き、会議を開きま

す。 

 休憩前の広瀬寛人君の質問に御答弁を願います。 

 市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） -登壇- 

 ふらの未来の会、広瀬寛人議員の代表質問にお答えを

いたします。 

 １件目の農村観光環境都市形成について、担い手育成

協議会の法人化についてであります。 

 新規参入希望者が安心して研修に取り組めるように、

研修開始後の早い時期に、条件のよい農地を確保し、そ

の農家で実践的な研修を行い、研修修了時に円滑に引き

継ぐ新たな仕組みを構築しようと考えております。この

仕組みは、農業経営基盤強化促進法に定める農地利用集

積円滑化事業の農地売買事業及び研修事業を組み合わせ

ることで可能となります。 

 なお、これらに取り組むことができる団体は、市町村、

農協、または一般財団法人でありますが、平成26年10月

に、関係機関・団体が協力して担い手を育成、確保して

いくという共通認識のもとで、富良野市農業担い手育成

協議会を設立しておりますので、これを一般財団法人化

することが望ましいと考えており、その内容については、

今後、関係団体と協議をしてまいりたい、このように考

えているところであります。 

 なお、法人化によるメリットは、農地の中間保有が可

能となりますので、就農地が見つからない不安の解消と、

みずから就農する農地への順応、早期に地域に溶け込む

ことができるものと考えているところであります。 

 次に、多様な客体が農業を支えていくことにつきまし

ては、多種多様な農作物が生産されていることが本市農

業の特徴であり、近年、大規模化を志向する家族経営、

法人化による大規模化、６次産業化を志向するもの、土

地利用型からハウス栽培型へ大きく転換するものなど、

農業経営の多様化が進行していると認識をいたしており

ます。今後、農業経営の多様化に伴い、必要となる技術

や知識の習得、担い手の確保などが重要な課題である、

このように考えているところであります。 

 次に、通年型・滞在型観光の推進に向けた施策につい

てであります。 

 通年型の観光につきましては、四季折々の特色を生か

し、春はアウトドア、夏には花や景観、秋には食や文化、

演劇、そして、冬はウインタースポーツや雪遊びなどに

より通年化を図ってまいります。滞在型の観光につきま

しては、登山コースの整備やサイクリングルートの整備、

夏季のスキー場のゴンドラ運行などによる環境整備と滞

在プログラムの充実により滞在時間の拡大を図ってまい

りたい、このように考えております。 

 宿泊予約が難しい夏季ピーク時の受け入れ体制の整備

につきましては、さらに調査研究をしてまいります。 

 ２件目の中心市街地の活性化について、（仮称）サン

ライズ・パーク整備事業における行政が担う分野につい

てであります。 

 昨年10月に認定を受けた新たな中心市街地活性化基本

計画に基づき、ふらのまちづくり株式会社や商工会議所、

各商店との連携を図りながら、事業内容や整備手法など

を検討し、北海道や国の関係省庁と事業推進について協

議を進め、公益性の高い事業内容についても検討してい

く必要がある、このように考えているところであります。 

 ３件目の人口減少対策についての地方版総合戦略につ

いてであります。 

 地方版総合戦略は、庁内に（仮称）富良野市総合戦略

策定本部を設置し、横断的な議論を行うとともに、各界

各層の有識者で構成する（仮称）富良野市総合戦略審議

会を設置し、将来の方向性や具体案に関する審議を行う

予定であります。また、本総合戦略は、平成27年度から

５年後の数値目標を設定するため、実施した施策や事業

の進行管理は、（仮称）富良野市総合戦略審議会におい

て効果検証を行う予定であります。 

 次に、第５次富良野市総合計画と地方版総合戦略との

整合性についてであります。 

 総合計画は、本市の振興、発展を目的とした総合的、

計画的な指針であり、人口減少対策を網羅しております。

現計画は平成23年度に策定し、後期基本計画は平成28年

度から５カ年を計画期間に、来年度内に策定する予定で

あります。一方、地方版総合戦略は、まち・ひと・しご

と創生法に基づき、人口減少対策と地方創生を目的に、

平成27年度から５カ年の戦略として、地域人口ビジョン

や将来の目標、基本的施策を定めるものであり、整合性

は図らなければならないものと考えております。 

 次に、４件目の子育て支援の充実に向けた新たな取り

組みについてであります。 

 子ども・子育て支援事業計画の初年度として、認可保

育所における保育時間の延長、乳児保育定員の拡大、乳

児家庭の全戸訪問に向けた訪問体制の整備を行ってまい

ります。また、本年度は、まち・ひと・しごと創生法に

基づく地方版総合戦略を策定してまいりますが、少子高
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齢化対策を検討する中で、子どものための教育・保育給

付制度における幼稚園などの第１号認定子供の利用者負

担の軽減、乳幼児医療における医療費助成制度等の子育

て支援について総合的に検討してまいります。 

 次に、保育所と幼稚園の位置づけでありますが、保育

につきましては、保育を必要とする０歳から５歳児の乳

幼児を、日々、保護者のもとから通わせて保育を行うも

のであり、生活時間の中で学びと遊びを通して人間性を

豊かにする教育的活動を保育とあわせて行っているとこ

ろであります。また、幼稚園におきましては、３歳以上

の保育を必要としない幼児に対して、教育基本法に定め

るところにより、発達段階に応じた体系的な教育が組織

的に行われ、その中で心身の健全なる発達を育んでおり

ます。 

 幼児教育における一貫した教育の実践につきましては、

児童の心の問題や生活習慣などで困り感のある児童につ

いて、保育所、幼稚園から小学校への円滑な就学支援の

ために、就学前の様子や保育所、幼稚園で行っている指

導や支援など、関係者が情報を共有し、小学校に就学し

ても継続的に支援ができるよう努めるものであります。 

 次に、幼・小・中・高の相互連携を図るために想定し

ている仕組みについてであります。 

 幼稚園と小学校の連携については、富良野市特別支援

連携協議会専門家チームが各幼稚園、保育所を訪問し、

就学前児童の様子や、幼稚園、保育所で行っている指導

や支援などが小学校に就学しても継続できるよう情報を

共有し、適切な支援につなげています。 

 小学校、中学校の連携につきましては、中１ギャップ

を埋めるため、小・中学校間での子供の引き継ぎ以外に

も、学校によっては教員がお互いの学校の授業を見学す

る中から、児童が中学校へ進学してからのことを考えた

授業展開や指導方法を取り入れ、また、中学校も小学校

での取り組みを踏まえて授業やその他の指導を行ってお

ります。 

 中学校、高等学校の連携についてでありますが、富良

野市中高学校経営連絡協議会を組織し、富良野地域の高

等学校と市内の中学校の先生が情報交換できる場を設け

ているところであります。 

 次に、５件目の誰もが健康で安心のできる地域づくり

について、医師が医療現場から離れ、医療崩壊を起こし

かねない危機感の認識についてであります。 

 多くの地方病院は、新臨床研修制度の導入後、大学病

院の医局から地方への医師派遣が縮小され、医師不足が

生じ、地域センター病院である富良野協会病院において

も現在も厳しい状況が継続しております。また、救急医

療においては、地域センター病院の常勤医師が夜間、休

日の救急医療を担い、医師不足が常勤医師の負担増大を

招くとともに、１次救急に当たっている富良野医師会の

医師も高齢化しつつあることから、今後の救急医療体制

の影響も懸念されるところであります。このような状況

からも、医師の確保はもちろんのこと、地域医療にとっ

てなくてはならない地域センター病院の医療体制の維持、

確保が極めて重要であると認識をしているところであり

ます。 

 次に、介護予防ボランティアの養成や地域包括ケアシ

ステムの構築に向けたサービス提供体制の整備や担い手

確保の取り組みについてであります。 

 サービス提供体制の整備につきましては、需給バラン

スのとれたサービスの維持のため、基礎調査により把握

した今後必要となるサービスの確保に向け、参入事業者

との協議や事業者の公募などにより計画的な基盤整備を

推進してまいります。また、地域包括ケアシステムを構

築するためには、介護職員、看護師、保健師、理学療法

士、作業療法士、介護支援専門員等の多職種の担い手と

なる人材確保が必要であり、介護事業者を初め、養成機

関、老人クラブ、シルバー人材センター、社会福祉協議

会など関係機関の連携強化を図りながら、福祉、介護の

人材育成と確保に努め、富良野人材開発センターが主催

する介護職員初任者研修養成講座や、国、道が行う人材

育成支援の活用などにより人材育成を図ってまいります。

また、介護職員の人材不足が予想され、他分野からの離

職者等の就業や、潜在的な有資格者の掘り起こし、健康

な高齢者など市民に福祉や介護の現状を理解していただ

き、介護の担い手としての参加を促進してまいります。 

 次に、就労支援、一時生活支援、家計相談、子供学習

支援についてでありますが、生活困窮者自立支援制度に

つきましては、生活保護に至る前の段階の自立支援策の

強化を図るため、生活困窮者に対する自立相談支援事業

と住居確保給付金の支給を必須事業とし、地域の実情に

合わせてさまざまな支援を提供できるように、任意事業

として就労支援、一時生活支援、家計相談支援、子供学

習支援など、各事業が法定サービスとして設定されてお

ります。これらの任意事業につきましては、生活困窮者

の自立支援には不可欠な機能を有し、今後、実施に向け

た検討が必要になるものと認識をしておりますが、新た

な公共サービスとなる本制度を着実に進めるためには、

モデル事業の検証を行い、必須事業である自立相談支援

事業等の確実な実施支援体制を構築した上で任意事業を

段階的に推進してまいりたい、このように考えていると

ころであります。 

 次に、６件目の人と自然が共生する環境にやさしいま

ちづくりの市街地排水路整備事業につきましては、近年

の集中豪雨の防災・減災対策として、都市計画用途地域

内の道路排水路約100キロメートルを調査し、５カ年の事

業計画で排水路10キロメートルの改修整備を予定してお

り、道路の冠水や家屋の浸水被害のおそれがある危険箇
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所を優先的に実施してまいります。 

 次に、エネルギーの自給率向上と起業、就業、ノウハ

ウづくりの視点を含めた支援についてであります。 

 本市及び圏域４町村は、北海道総合研究機構と協定を

結び、戦略研究として、地域・産業特性に応じたエネル

ギーの分散型利用モデルの構築に取り組んでおります。

地域にあるエネルギーを地域でいかに使うか、最大のテ

ーマであり、再生可能エネルギーの地産地消を実現する

ことが理想であると考えております。現在、本戦略研究

では、エネルギーの賦存量や利用可能性、高効率利活用

及び省エネ化のための技術革新、技術開発、地域内での

需給モデル提案等の調査研究が進められております。こ

の研究成果と地域エネルギー関連の起業、就業の実現性

を判断しながら行政としての効果的な支援を検討してま

いりたい、このように考えているところであります。 

 次に、空き家問題やまちなか居住につきましては、優

良な住宅ストックの活用や老朽化した危険家屋の適正管

理など、空き家の体系化を図り、子育て世帯の居住環境

や高齢者の安全・安心な居住への移行促進を進めるため

の制度設計の調査研究が必要と考えております。そのた

めに、基礎データとなる空き家の実態調査に取り組んで

まいります。その上で、都市計画用途指定区域内のまち

なか居住の推進や、子育て世代への支援制度の検討を行

ってまいります。 

 次に、７件目の地域の魅力ある産業を活かしたまちづ

くりの地域内消費の流出防止と綿密な計画や関係機関と

の連携についてであります。 

 中小企業総合補助金のメニューの見直しや、支援の拡

大、制度融資の継続により、魅力ある個店や商店づくり、

空き店舗対策につなげていきたい、このように考えてお

ります。 

 また、商工会議所や商工会との連携によるプレミアム

つき商品券の継続により、域内消費の拡大につなげると

ともに、市民の市内で買い物をする意識づけの機会とし

ていきたい、このように考えているところであります。 

 次に、サイン計画の策定における圏域的な視点につい

てでありますが、富良野・美瑛広域観光推進協議会が目

指しておりますブランド観光圏の認定に向け、国内外の

観光客の受け入れ環境整備が必要条件となっているとこ

ろであります。市内での看板の設置状況の把握などを含

め、観光客の効果的な誘導に向け、その指針となるサイ

ン計画の策定を予定しておりますが、国土交通省が定め

る各種ガイドラインを遵守するとともに、現在、広域的

に取り組んでいるサイクリングルートの整備もあります

ので、広域的なサイン計画となるよう進めてまいりたい、

このように考えております。 

 次に、８件目の市民と地域、行政が協働して築くまち

づくりの広域連携の推進と視点での富良野圏域住民の広

域利用についてであります。 

 圏域内における図書館や公民館図書室では図書の相互

利用を行うことが可能となっており、さらに、圏域内の

パークゴルフ場では圏域住民の利用料金を統一している

ところであります。今後におきましても、新たに立ち上

がる富良野圏域連携協議会において、相互利用や連携可

能な事務事業について協議を進めていく予定であります。 

 以上であります。 

○議長（北猛俊君） 続けて、御答弁願います。 

 教育委員会教育長近内栄一君。 

○教育委員会教育長（近内栄一君） -登壇- 

 ふらの未来の会、広瀬寛人議員の教育行政執行方針に

対する代表質問にお答えいたします。 

 初めに、学校教育において地域社会の連携をさらに深

める施策についてであります。 

 本市では、平成11年度より学社融合推進事業に取り組

み、さらに、平成20年度からは学校支援地域本部事業の

機能も取り入れながら、学校支援ボランティアを中心に、

地域全体で学校を支援し、地域ぐるみで子供たちの教育

を推進する取り組みを行っているところであります。主

な内容ですが、事業での補助や、登下校時の安全、見守

り活動、本の読み聞かせ、学校農園指導など数多くの分

野にわたっており、今後も、これまで培ってきた知識や

経験を生かしながら学校に対する支援の充実を図ってま

いりたいと考えております。 

 次に、道徳教育での生命倫理、規範意識の醸成につい

ての具体策についてであります。 

 平成25年度に策定した富良野市第２次学校教育中期計

画において、子供たちが変化の激しい時代をたくましく

生き抜き、みずから未来や社会を生き抜く力をオール富

良野で育んでいくことを掲げた富良野市ＺＥＲＯ運動を、

各学校で道徳教育の中核に据え、取り組んでいるところ

であり、このことにより、自立心や自律性が育成され、

生命倫理、規範意識の醸成につながってきております。

また、各学校におけるいじめＺＥＲＯ運動の推進により、

相手の気持ちを思いやる心を育み、児童生徒が互いの違

いを認め合い、支え合い、健やかに成長できる環境をつ

くってまいりたいと考えております。 

 次に、食育についてであります。 

 成長期にある子供たちが食に関する正しい知識と望ま

しい食習慣を身につけるために、栄養教諭及び養護教諭

により、学校給食を生きた教材として活用し、食育の推

進に努めております。また、富良野ふるさと給食が提供

されていますが、生産者の顔が見える学校給食として、

生産者の声を顔写真入りで給食だよりに掲載するなど、

生産者との距離を縮める工夫をしております。さらに、

各学校においては、野菜などの栽培活動を行い、食べ物

に対する感謝の心を醸成しているところであります。今
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後も、学校とＰＴＡや生産者との連携を図り、望ましい

食習慣の育成を図ってまいります。 

 次に、みずから育った地域をしっかり語る子供たちを

育む考えについてであります。 

 学社融合推進事業を基軸に、地域の人たちの教育力、

地域の教育素材、教育資源の活用を通して、学んだこと

をみずからの生活や将来へ生かしていくことができる総

合的な学習の取り組みを進めてまいります。また、英語

が話せるふらのっ子を目指し、外国語を通じて積極的に

コミュニケーションを図ろうとする態度や、自国や郷土

の自然、伝統、文化、歴史について学び、多様な文化や

伝統を持つ人を受け入れる国際理解教育の充実に努めて

まいります。 

 以上でございます。 

○議長（北猛俊君） 以上で、広瀬寛人君の質問は終了

いたしました。 

 次に、市民連合議員会、岡本俊君の質問を行います。 

 ８番岡本俊君。 

○８番（岡本俊君） -登壇- 

 市民連合議員会を代表して、平成27年度市政執行方針

並びに教育行政執行方針について質問してまいりたいと

いうふうに思います。 

 戦後70年を迎えた今日、我が国は、これまで、憲法９

条のもとでの平和主義で、武器を持って他国の国民を傷

つけることのなかった日本は、国民的合意のないまま、

安倍総理の傲慢な閣議決定という政権運営のもとで大き

く変えられ、特定秘密保護法の制定を皮切りに、集団的

自衛権の法制化、憲法解釈の変更、この３本の矢が一つ

になったときには戦争のできる日本に変化するものであ

ります。加えて、戦後、どの政権も手をつけなかった首

相自身のマスコミ報道内容への批判、政権に不都合な報

道に圧力をかけるなど、まさに、戦争のできる国づくり

は戦後の平和主義に逆行するものであります。 

 教育改革では、教育委員長と教育長を一本化し、首長

が、直接、教育長を任命し、教育委員会が独立した意思

決定機関でなくなり、教育の自由を侵すものであります。

さらに、道徳教育の教科化は、愛国心を盛り込んだ改正

教育基本法に即した内容となりますが、問題なのは、教

科化は成績評価が伴い、評価によって子供の心を一定の

方向にしむけることができ、内心の自由を侵すものであ

ります。 

 一方、富良野の基幹産業である農業では、ＴＰＰ参加

をアベノミクスの成長戦略の柱と位置づけ、抵抗勢力を

想定し、農業改革として農地の番人である農業委員会、

農業生産法人、農業協同組合を無力化し、農業の企業化

を目指しております。しかし、日本の条件下では、規模、

人件費は外国に及ばず、地方の混乱と荒廃が残るもので

あります。労働基準法の改悪、原発再稼働など安倍政権

の一連の流れは、経済の回復を図るという名のもとに、

これまで国民が営々と築き上げてきた日本の形を根底か

ら変えようとするもので、戦後レジームの大転換でもあ

ります。 

 一方、地方の経済は疲弊の一途をたどっております。

安倍政権は、日銀まで動員し、経済の回復を唱えており

ましたが、その結果、円安と株高が進行し、相変わらず

大企業、大資本を持つ者だけが優遇された経済運営とな

り、働く庶民にその恩恵が及んでいないだけではなく、

消費税率の引き上げ、年金の引き下げ、電気料金の値上

げ、農業や中小企業の原材料などの高騰が襲いかかり、

都市と地方、大企業と中小企業の深刻な格差社会と地域

社会の崩壊を加速するものであります。 

 市長が心配される地方の人口減少も、都市と地方の格

差といった構造の中で選択と集中によって生み出された

ものであります。地域主権時代にあっては、富良野の自

然環境、農業を循環し、文化や人々の価値観を尊重し、

人と自然を大切にした多様性を生かした田園都市づくり

を目指し、平和を守り、地域住民の命と暮らしを守り、

預かる立場から国へ発信し、反映させる努力が大切だと

思っております。 

 そのような視点で質問をしてまいります。 

 農村観光環境都市形成についてお伺いいたします。 

 富良野の農家戸数は、平成元年は1,404戸でありました

が、平成14年では957戸、平成24年では683戸、この10年

間で274戸の減少です。１戸当たりの経営耕地面積は13.49

ヘクタールと、離農地の集積により年々増加しておりま

す。補助金を含む生産農業所得は、平成５年をピークに

減少傾向ですが、農家１戸当たりの生産農業所得は増加

している現状にあります。基幹産業の農業を維持するた

めにも、さらに富良野の人口対策の視点としても、農業

担い手対策は大きな課題であります。 

 執行方針において、人材育成の強化に向けた富良野市

農業担い手育成協議会の法人化の検討を示しております

が、基本的役割と農地の中間保有について、また、担い

手農家研修における研修カリキュラム、労働時間、賃金

などに対するサポート事業についてお伺いいたします。 

 引き続き、農村観光環境都市形成について伺います。 

 20世紀半ば以降、地球規模での温暖化現象の支配的要

因は、人間活動の拡大に伴う可能性が極めて高いと言わ

れております。大気に含まれる二酸化炭素やメタンなど、

温室効果ガスは、海面の上昇、砂漠化、台風の大型化、

動植物の生態系、私たちの日々の生活、食料など、多岐

にわたって影響を及ぼしております。温暖化への対応と

して、原子力発電による温暖化防止策が言われておりま

すが、さきの大震災における福島の原発事故は、土壌汚

染問題、海洋への汚染水の流出など、将来への負の遺産

を残すことになります。ドイツのように、自然エネルギ
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ーへの好循環サイクルを考えることが、いま、大切であ

ります。 

 富良野市は、平成13年、富良野市環境基本条例を施行

し、環境基本計画を策定し、環境政策を推進していると

ころであります。市長は、執行方針において、地球温暖

化とエネルギーの地産地消に向け、再生可能エネルギー

の事業化を示し、ごみのリサイクルを進めるとしており

ます。現在取り組んでいる紙おむつの資源化実証試験も

順調と考えておりますか、実用化に向けた方向性、事業

化に向けた具体的な支援策をお伺いいたします。 

 環境保全では、地球温暖化防止とエネルギーの地産地

消を目標とし、再生可能なエネルギーの推進を示し、太

陽光、木質ペレットを導入、市内での再生可能エネルギ

ーの事業化への取り組み支援を示しております。推進に

当たっては長期的な視点が必要であり、太陽光、小水力、

木質ペレットの目標数値を掲げ、検証を行いながら、ベ

ストミックスの構成比率に取り組むことが基本だと考え

ておりますが、市長の見解をお伺いいたします。 

 次に、中心市街地の活性化についてお伺いいたします。 

 富良野市中心市街地活性化事業は、まちの顔としての

駅前地区土地開発事業として、平成13年より開始され、

無頭川ボックス化、中心街活性化センターふらっと、ま

ちなか居住、公営住宅建設が行われ、駅前再開発事業、

その後、富良野協会病院跡地でのフラノ・マルシェ、ネ

ーブル・タウン構想、マルシェ２がことし６月に完成し、

駅前とマルシェをつなぐまちなか回遊を目指すサンライ

ズ・パーク整備事業の具体的構想づくりを進めようとし

ております。 

 また、大型バスを含む駐車場、魅力的な空間としての

ポケットパークを整備し、快適で心豊かな田園都市をみ

ずからの力で育むとし、駅前とマルシェをつなぐまちな

か回遊を目指すサンライズ・パーク整備事業の具体的構

想づくりとして、魅力的な中間としてのポケットパーク

整備を行い、周辺市街地へ回遊する歩行者の増加を図る

としております。整備事業推進には、隣接する相生商店

街、本通り商店街も合わせた活性化が必要と考えますが、

市長の見解をお伺いいたします。 

 さらに、中心市街地活性化基本計画では、快適生活空

間ルーバン・フラノを目指して、「都会的な感性をもっ

て、快適な心豊かな田園都市を自らの力で育む」として

おります。都市計画では、まちごと公園に向けて、まち

づくりの姿として、ゆとり、安らぎ、豊かさの快適な生

活環境の創造を目指し、周辺の自然環境と調和した一つ

の公園としてのイメージづくり、そして、自然豊かな恵

まれた環境、安心して住み続けられるまちづくりは、富

良野市民にとっても願うところであります。 

 この二つの理念は、富良野の魅力を高めるものであり、

多くの人を引き寄せる力でもあります。持続的な中心街

活性化を推進する原動力である中心街活性化のまちごと

公園の理念を一体化した取り組みが必要と考えますが、

市長の見解をお伺いいたします。 

 次に、観光振興についてお伺いいたします。 

 市長は、観光振興として、アウトドアツーリズムへの

対応として富良野西岳の登山道の整備をするとともに、

富良野原始ヶ原の自然に関する調査実施を行うとされて

おりますが、富良野西岳は、富良野芦別道立自然公園、

夕張、芦別、三笠、富良野、南富良野４市１町にまたが

る公園であり、総面積３万5,756ヘクタールの広大な面積

で、西岳にはイワツツジなどの高山植物が多く自生し、

自然の宝庫であります。今回、富良野西岳の登山道整備

としておりますがけれども、同時に、貴重な動植物の保

護や、登山者への自然保護の登山マナーの喚起も必要と

考えますが、どのような取り組みを行うか、伺います。 

 原始ヶ原の滝コースは、大小さまざまな滝があり、登

山開き時期には、雪解けの進む布礼別川の源流である水

は冷たく、おいしく、また、険しい登山道もありますが、

1,000ヘクタールに及ぶ高層湿原の原始ヶ原に着くと、そ

こはアカマツとトドマツの原生林、湿原にはツルコケモ

モ、ゼニゴケ、ミズバショウ、ヒメシャクナゲなど豊か

な自然があり、毎年、麓郷中学生が原始ヶ原パトロール

登山を行い、自然を守ることの大切さを体験しておりま

す。 

 原始ヶ原について、３点お伺いいたします。 

 富良野原始ヶ原の自然に関する調査実施の目的につい

て、また、調査には自然保護団体など幅広く参加する必

要があると思いますが、その体制について、そして、自

然保護と観光の両立への考えについてお伺いいたします。 

 続きまして、教育執行方針についてお伺いいたします。 

 改正地方教育行政法がこの４月１日より施行されます。

昨年６月の定例議会において今議員の質問があったよう

に、過去の苦い経験である戦争を引き起こした構図であ

る中央集権的な教育行政の反省から、地方教育行政にお

ける政治的中立を保つことを目的とした教育行政を確立

してきましたが、これを失うことにより、過去の苦い経

験の戦争への歴史が再現される危機感を示し、また、こ

の改正と同時進行する特定秘密保護、集団的自衛権、憲

法改正と連動し、戦争への呼び水となる危惧を述べてお

りました。昨年12月の改選後、安倍政権の集団的自衛権、

文民統制の廃止などの国会議論を聞くとき、その心配を

一層感じるものであります。 

 教育長の執行方針においても、責任の明確化と教育委

員会制度の総合教育会議について設置するとしており、

総合教育会議は首長と連携の強化としております。しか

し、これは、首長が招集し、総合教育会議の議長となる

もので、教育委員会に対する首長の関与権が強化される

と考えます。昨年、全国学力テストの結果公表をめぐり、
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知事と教育委員会が対立した静岡県では、教育長が任期

を残して退職する出来事もありました。このような中で、

教育長の述べる総合教育会議における教育の政治的中立

性はどのように維持されるのか、お伺いいたします。 

 さらに、総合教育会議の運営における公開性、議事録

の公開などを定めた総合教育会議設置要綱の取り組みに

ついてお伺いいたします。 

 さらに、インターネット被害から守るための学校教育

における情報モラルの取り組み、さらに、社会教育にお

けるインターネット被害から子供たちの家庭でのルール

づくりについてお伺いし、代表質問を終わらせていただ

きます。 

○議長（北猛俊君） 途中ではありますけれども、ここ

で午後１時まで休憩いたします。 

     ――――――――――――――― 

        午前11時59分 休憩 

        午後１時01分 開議 

     ――――――――――――――― 

○議長（北猛俊君）午前中に引き続き、会議を開きます。 

 午前中の岡本俊君の質問に御答弁願います。 

 市長能登芳昭君。 

○市長（能登芳昭君） -登壇- 

 市民連合議員会、岡本俊議員の代表質問にお答えをい

たします。 

 １件目の農村観光環境都市の形成について、農業担い

手育成協議会法人化の基本的役割と農地の中間保有、農

家研修における研修カリキュラムについてであります。 

 法人の基本的役割につきましては、農地利用集積円滑

化事業により、農地を中間保有し、そこで実践的研修を

行い、その後、当該農地をそこで研修した人に引き継い

でいくことであります。法人が関与することで、研修の

早い時期に条件のよい農地を確保できる仕組みを構築で

きるもの、このように考えているところであります。 

 また、新規参入希望者を対象とした農家研修時の研修

プログラムにつきましては、地域での受け入れ方針のも

とに、農場及び栽培管理は研修先農家で、共同作業など

の地域活動は研修先の農事組合で、経営管理研修は主に

担い手育成センターで行うこととしているところであり

ます。 

 次に、紙おむつ資源化の事業化に向けた方向性と具体

的な支援策についてであります。 

 本市におきましては、平成25年から紙おむつの資源化

処理試験に取り組んでいるところであります。平成26年

第３回定例会におきましては、衛生用品基本計画策定委

託料の補正予算を議決後、現在、整備計画の策定を進め

ており、今後、この整備計画に基づき、紙おむつの資源

化に向けた施設整備を行う予定であります。 

 具体的な支援策につきにつきましては、北海道総合研

究機構と協定を結び、戦略研究として取り組んでいる再

生可能エネルギーの地産地消の調査研究成果をもとに、

行政としての効果的な支援を検討してまいりたいと考え

ているところであります。 

 次に、太陽光、小水力、木質ペレットの目標数値につ

いてであります。 

 平成22年に策定いたしました地球温暖化防止対策実行

計画においては、生活における環境負荷の縮減、自然資

源・エネルギーの地産地消を基本目標として、また、数

値目標としては温室効果ガスの25％削減を掲げておりま

すが、それぞれの利用あるいは設置数の目標は設定をし

ておりません。 

 今後におきましても、住宅用太陽光発電、木質ペレッ

トストーブへの助成を継続し、環境負荷の少ない循環型

ライフスタイルと温室効果ガス削減に向けた普及啓発に

取り組んでまいります。 

 ２件目の中心市街地の活性化について、（仮称）サン

ライズ・パーク整備事業の具体的な構想についてであり

ます。 

 昨年10月に国から認定された新たな中心市街地活性化

基本計画においては、相生、本通り、すずらん、五条の

各商店街を含む約30ヘクタールを重点区域として中心市

街地の活性化に取り組むことといたしております。（仮

称）サンライズ・パーク整備事業につきましては、ふら

のまちづくり株式会社や商工会議所、各商店街と連携し

ながら、平成27年度から具体的構想づくりに着手し、事

業内容や整備手法の検討を進めてまいります。駅前地区

とフラノ・マルシェ、ネーブル・タウン、さらに（仮称）

サンライズ・パーク構想の整備により、核となる拠点が

線となってまちなか回遊、にぎわいの創出につながるも

のと考えているところであります。 

 次に、中心市街地活性化とまちごと公園についてであ

ります。 

 平成23年に策定いたしました富良野市都市計画マスタ

ープランでは、本市のまちづくりの今後のあるべき姿を

見据え、市街地全体を周辺の恵まれた自然環境と調和し

た一つの公園としてイメージしていくことをまちごと公

園に向けてと表現したところであります。この都市計画

マスタープランの中では、本市の都市計画区域の目指す

べき将来像として、将来的にコンパクトシティーを推進

し、その中でコミュニティ活動の活性化を図ることとい

たしております。 

 一方、昨年10月に認定を受けた新たな中心市街地活性

化基本計画においても、コンパクトシティーとコミュニ

ティーの再生を目指し、各種の市街地整備事業を展開し

ていくこととしており、都市マスタープランと整合性の

ある取り組みであると考えているところであります。 

 次に、３件目の観光振興についての富良野西岳登山道
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整備についてであります。 

 アウトドアのニーズや健康志向に応えるため、従来の

富良野西岳の登山道整備に加え、富良野スキー場の富良

野ゾーンと北の峰ゾーンをつなぐ稜線コースの整備を予

定しているところであります。コースの整備に当たりま

しては、現地の植生などに配慮するとともに、自然素材

を活用した工法による整備を考えております。 

 また、登山者の自然保護のマナーの喚起につきまして

は、看板の設置やホームページなどにより周知を図って

まいります。 

 次に、原始ヶ原の自然に関する調査実施の目的、体制、

自然保護と観光の両立であります。 

 富良野岳の原始ヶ原は、大雪山国立公園に属しており、

多くの原生林や滝、湿原などの自然が豊かで貴重な財産

であると認識をしているところであります。本市の観光

につきましては、自然に負荷をかけない形で進めていく

ことが大前提であり、原始ヶ原を含む富良野岳登山コー

スの整備に当たっての調査につきましても、国立公園を

所管する環境省や関係機関、山岳会などの関係団体と十

分協議を行いながら進めてまいります。 

 以上であります。 

○議長（北猛俊君） 続けて、御答弁願います。 

 教育委員会教育長近内栄一君。 

○教育委員会教育長（近内栄一君） -登壇- 

 市民連合議員会、岡本俊議員の教育行政執行方針に対

する代表質問にお答えいたします。 

 初めに、総合教育会議における教育の政治的中立性の

維持についてであります。 

 教育は、その内容が中立、公正であることが極めて重

要であり、個人的な価値判断や特定の党派的影響力から

中立性を確保することが必要であります。 

 総合教育会議は、教育に関する予算の編成、執行や条

例提案など、重要な権限を有している首長と教育委員会

が十分な意思疎通を図り、地域の教育の課題やあるべき

姿を共有して、より一層、民意を反映した教育行政の推

進を図るため設置されるものです。このため、総合教育

会議は、首長と教育委員会という対等な執行機関同士の

協議及び調整の場であり、決定機関ではなく、首長の諮

問に応じて審議を行う諮問機関でもありませんので、教

育の政治的中立性は維持されるものと考えております。 

 次に、総合教育会議の運営における教育会議設置要綱

の取り組みについてでありますが、総合教育会議は、法

律で設置し、構成員などを規定しておりますが、運営に

関しては、総合教育会議において協議し、定めることと

されております。このため、本市における総合教育会議

設置要綱につきましては、本年４月以降に開催されます

第１回会議において協議、制定をしてまいります。 

 次に、インターネット被害から子供たちを守るルール

づくりであります。 

 学校教育においては、インターネットなどのトラブル

に子供たちが遭わないように、トラブル防止に関する情

報提供を行うとともに、年齢に応じた段階的な指導によ

る情報モラル教育を行ってまいります。また、家庭に対

しても、市ＰＴＡ連合会と連携し、スマートフォンなど

の情報端末を使用する際の家庭でのルールづくりについ

て啓発、周知するとともに、ネットトラブル防止に係る

家庭教育講演会を開催し、ネットトラブルの危険性など

について情報提供を行ってまいります。 

 以上でございます。 

○議長（北猛俊君） 以上で、岡本俊君の質問は終了い

たします。 

 次に、申し出により、公明党、大栗民江君の質問を行

います。 

 ９番大栗民江君。 

○９番（大栗民江君） -登壇- 

 私は、公明党として、今議会に提示されました平成27

年度市政執行方針並びに教育行政執行方針について質問

してまいります。 

 現在、地方から、若年層を中心に多くの人々が東京圏

へと流出しています。人口の流出は、地方経済の停滞だ

けでなく、さらなる人口減を招き、地域のさまざまな社

会基盤を維持することも困難な状態に陥ってしまいます。 

 このような状況を踏まえ、政府は、昨年11月に成立し

たまち・ひと・しごと創生法に基づき、日本全体の人口

の展望を示したまち・ひと・しごと創生長期ビジョンと、

地方創生のための今後５カ年の目標や施策、基本的な方

向を提示するまち・ひと・しごと創生総合戦略を昨年12

月27日に閣議決定されました。それに伴い、都道府県や

市町村には、地域の実情を踏まえた地方版総合戦略の策

定が努力義務として課せられております。 

 市長は、市政に臨む基本姿勢に、国の経済対策の動向

に十分注視するとともに、社会経済情勢の変化に柔軟か

つスピード感を持って対応できる行政運営を進めていか

なければなりませんと述べられております。地方創生に

対して本格的に動き出すことになる地方創生元年に向け

て、どのような市政運営を進めていかれるのでしょうか、

お伺いいたします。 

 次に、重点施策についてお伺いします。 

 農村観光環境都市の形成についてです。 

 市長は、本市の農業は、美しい森林とともに、富良野

ならではの自然景観を創出し、魅力ある観光資源になっ

ておりますと述べられ、これらの地域資源を生かしなが

ら、農業を育て、観光でもてなし、環境を守る農村観光

環境都市を形成してまいりますと述べられております。

高齢化が進んでいる本市の農業において、市長が生かし

ていかれる地域資源とはどのようなものを指し示すので
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しょうか。 

 国においては、地域が一体となって地域の強みをふる

さと名物として掘り起こし、商品開発や販路開拓を後押

しし、その魅力を発信する取り組みを支援するふるさと

名物応援事業がスタートしており、地域の底力を引き出

す取り組みに注目が集まっています。地域資源を生かし、

６次産業化の成長にも活力をもたらすと考えますが、本

市ではこのような事業の取り組みについてどのようにお

考えなのか、見解をお伺いします。 

 観光では、本市の自然景観や農村風景に加え、彩りの

花々や、旬の食材を使った食観光など、四季折々の観光

資源を生かし、通年型・滞在型観光の推進を図ってまい

りますと述べられています。自然景観や農村景観に加え

ての彩りの花々とはどのようなものを想定され、維持管

理の運営はどのようにされていかれるのでしょうか、お

伺いします。 

 旬の食材を使った食観光とはどのようなイメージを描

き、展開をされていかれるのでしょうか。今後の取り組

み、方向性についてお伺いします。 

 四季折々の地域資源を生かすとは、春、夏、秋、冬の

季節においてどのように活用されていかれるのでしょう

か。 

 また、周辺市町村との連携のあり方についてお伺いし

ます。 

 環境では、地球温暖化防止とエネルギーの地産地消に

向け、再生可能エネルギーの事業化を支援し、ごみのリ

サイクルをさらに進め、循環型社会の形成に向けて取り

組んでまいりますと述べられております。再生可能エネ

ルギーの事業化を支援しとは、どのような支援を指し示

すのでしょうか。 

 本市における固形燃料利活用の今後における取り組み

をどのように進めていかれるのでしょうか、お伺いしま

す。 

 次に、中心市街地の活性化についてお伺いします。 

 市長は、東４条街区地区第１種市街地再開発事業とし

て進めてきたネーブル・タウン構想は、本年６月、保育

所、店舗つきマンション、アトリウムが完成し、中心市

街地は大きな変貌を遂げることになりますと述べられて

おります。 

 保育所の名前が虹いろ保育所と命名され、市議会にお

いて虹いろ保育所の視察に伺ったところですが、店舗つ

きマンションやアトリウムにおいてはどのような整備の

取り組みがなされるのでしょうか。多世代が集い、人の

交流ができる施設になるのでしょうか、お伺いします。 

 市長は、今後は、（仮称）サンライズ・パーク整備事

業などの具体的構想づくりを進め、まちなか回遊による

中心街の活性化を図ってまいりますと述べられておりま

す。具体的構想づくりのスケジュールや、中心街の活性

化を図られる基礎となるまちなか回遊については、どの

ように取り組んでいかれるのでしょうか、お伺いします。 

 次に、人口減少対策についてお伺いします。 

 昨年11月に成立したまち・ひと・しごと創生法は、主

な目的に、少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減

少に歯どめをかけるとともに、東京への人口の過度の集

中を是正すると記されています。その上で、国民が出産

や育児に前向きになれるような制度の整備、地域におけ

る社会生活インフラの維持、地域における雇用創出、国

と地方自治体との連携などが基本理念として掲げられて

います。この地方創生の鍵は、地域が自立につながるよ

う、地域の資源を生かし、責任を持って戦略を推進でき

るかどうかと言えます。 

 しかし、自治体によっては、計画策定のためのノウハ

ウや人材が不足しているところが少なくありません。政

府は、戦略づくりを支援するため、国家公務員や大学研

究者などを派遣する制度を設けるとしています。また、

地域の実情をよく知るＮＰＯ法人や民間団体と連携して

いくことも重要です。本市では、まち・ひと・しごとを

創生する戦略を立てるための人材の確保について、どの

ようにお考えなのでしょうか、お伺いします。 

 市長は、本市においても、人口減少と少子高齢化は待

ったなしの状態であると述べられ、本市としては、この

危機感を市民とともに共有し、その対策は全ての政策を

集中して取り組まなければならない最重要課題であると

述べられております。地域経済の再生や雇用の確保、少

子高齢化対策の環境整備に主軸があるようにとられがち

な地方創生ですが、大事なことは担い手であり、人がか

なめであると考えます。 

 人口減少社会を迎え、全国同一、市内全域同一の価値

ではなく、その地域が持っている固有の価値を求めて、

住みたい地域に住みたい人が移動してくる、また、移動

していく時代になりつつあります。それぞれの地域や町

内会のよさを発揮できる地域づくり、人づくりについて

見解をお伺いします。 

 市長は、子育て世代が地域に魅力を感じ、安心して子

供を産み育てることができる環境をつくると述べられて

おります。核家族化や地域の結びつきの希薄化などが進

展する中にあって、妊産婦が孤立感や不安感を抱えたま

ま、産後においても健康面での悩みや育児に対する不安

感を拭えぬ状態に対し、妊娠、出産、子育て期までを切

れ目なく支援する取り組みが求められています。 

 子供、家族のための切れ目のない支援体制として、フ

ィンランドでは、包括的な相談支援を行うネウボラが地

域の拠点として整備されており、国内においても、日本

版ネウボラとして子育て世代包括支援センターのモデル

事業が始まっております。 

 子育て世代への切れ目のない支援体制や屋内外の環境
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整備として、子育て世代の親御さんや、児童たちも望ん

でいる全天候型国屋内遊戯施設について、平成25年第４

回定例会の質問では、全天候型遊戯場の持つ屋内での子

供の遊びとしての機能を勘案しながら、利用者のニーズ

内容を十分に把握した上で、どのような対応策がよいの

か、施設内容や開設場所、運営方法などについて総合的

に検討してまいりたいとの答弁でありますが、地域に魅

力を感じ、女性が安心して子供を産み育てることができ

る環境づくりに今後どのように取り組み、推進をされて

いかれるのでしょうか、お伺いします。 

 市長は、地域経済を活性化させ、雇用の場を確保する

ために、現状や将来のデータを分析し、さらに有識者に

よる懇談会などを行い、多様な意見、提言を聞きながら、

地方版まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定に向けた

取り組みを進めてまいりますと述べられております。雇

用の場を確保するためのデータ分析とはどのようなデー

タを指し、どのように集積されていかれるのでしょうか、

お伺いします。 

 企業からの職場情報の提供のあり方はどのように取り

組まれるのでしょうか、お伺いします。 

 共働き世帯が増加している社会の中で、女性のワーク・

ライフ・バランスや若者の雇用について、どのように対

応策を進めていかれるのでしょうか、お伺いします。 

 地域経済の活性化に向け、国においては、経済対策と

してふるさと納税制度の拡充が打ち出されております。

税制改正において、今までおおむね１割が控除額の上限

となっている制度が、２割に引き上げられ、さらに、寄

附先の自治体が五つまでであれば確定申告をしなくても

ふるさと納税ができるように手続の簡素化、ワンストッ

プ化が示されています。 

 ふるさと納税については、平成25年第４回定例会、ま

た平成26年第３回定例会では、上士幌町が条例を定め、

ふるさと納税・子育て少子化対策夢基金を設け、中学校、

高校の吹奏楽部における楽器購入費や老朽化したスクー

ルバスの更新、保育所の児童が使用できる和太鼓の購入、

少年野球への防球ネットやマシンなどの整備事業などに

ふるさと納税の寄附金を充当されている事例を紹介し、

特典の充実の考えなどを質問してまいりました。しかし、

本市では、条例制定及び基金の設置などは行わず一般寄

附として取り扱うことと、特典を設けての募集は行わな

いことの考え方を基本に進めていくとの答弁であります。 

 私は、ふるさと納税は、富良野が持つ有形無形の財産

の積極的な活用により、富良野に寄せる関心が深まり、

交流人口拡大や移住へのプロセスにもつながる地域活性

化や人口減少対策に役立つ効果が期待されると考えます。

国は、地方創生に向けて、経済対策の目玉としてふるさ

と納税の促進を盛り込んでおります。地域経済活性化に

つながるようなふるさと納税の促進に取り組んではどう

かと考えますが、市長の見解をお伺いします。 

 次に、教育行政執行方針についてお伺いします。 

 2011年、大津市で起きたいじめ自殺問題で、教育委員

会制度を見直す地方教育行政の組織及び運営に関する法

律が改正されます。教育長は、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律の一部改正に伴う教育委員会制度の改

正が平成27年４月１日より施行となり、地方教育行政に

おける責任の明確化、迅速な危機管理体制の構築が求め

られておりますと述べられ、このため、本市においても、

法に基づき、教育行政の責任の明確化とともに、総合教

育会議の設置、教育の振興に関する施策の大綱を制定す

るなど、教育の政治的中立性、継続性、安定性を確保し

つつ対応してまいりますと述べられています。 

 このたびの改正に対し、教育行政として、教育委員会

制度改革に対する認識についてお伺いします。 

 総合教育会議の設置について、どのように運営をされ

ていかれるのでしょうか、お伺いします。 

 教育行政の責任の明確化についての考えをお伺いしま

す。 

 次に、学校教育についてお伺いします。 

 少子高齢社会の到来、児童生徒数の減少、学校の統廃

合や複式学級と、子供たちを取り巻く環境も大きく変化

をしております。子供たちのため、学校や家庭、地域の

協力支援が重要になってくると考えます。 

 教育長は、高等学校教育につきましては、中学校と高

等学校の相互連携により、授業参観交流と授業の指導工

夫・改善を図り、中高学力向上プロジェクトの設置によ

る学力の向上に努めてまいりますと述べられております。

どのような体制を構築し、授業の指導工夫・改善を図ら

れるのでしょうか。中高学力向上プロジェクトの設置に

おける具体的な取り組みについてお伺いします。 

 最後に、社会教育についてお伺いします。 

 家庭教育についてです。 

 教育の原点となる家庭の教育力を高める取り組みは重

要であると考えます。急速なる情報通信技術の進展に伴

い、インターネットや携帯電話の普及によるメールやネ

ットなどによる被害が後を絶ちません。 

 教育長は、インターネットなどによる被害から子供を

守るため、トラブル防止に関する情報提供を行うととも

に、家庭でのルールづくりや危機管理の徹底などの啓発

活動を継続してまいりますと述べられております。 

 今日では、携帯電話からスマートフォン、ＬＩＮＥや

ツイッターやフェイスブックなど、子供たちを取り巻く

現況は、目まぐるしく変化をしています。インターネッ

トによる被害から子供たちを守る啓発活動の取り組みに

ついてお伺いし、私の代表質問といたします。 

○議長（北猛俊君） 御答弁を願います。 

 市長能登芳昭君。 
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○市長（能登芳昭君） -登壇- 

 公明党、大栗議員の代表質問にお答えをいたします。 

 １件目の市政に臨む基本姿勢について、地方創生元年

に向けての市政運営についてであります。 

 昨年11月に成立いたしましたまち・ひと・しごと創生

法は、人口の減少に歯どめをかけることと、地方への人

の流れや仕事をつくるための法律であります。本市にお

きましても、人口減少の危機感を市民とともに共有しな

がら、その対策は総合的に取り組むべき重要課題として

市政運営を進めてまいります。 

 次に、２件目の農村観光環境都市形成の農村における

地域資源の活用と具体的な取り組みであります。 

 雄大な自然景観や健全な農業経営によって生まれる農

業景観を舞台に、四季それぞれの彩りや空間を楽しんで

いただく観光を進めていきたい、このように考えており

ます。春はアウトドア、夏は花や景観、秋は食や文化、

演劇、冬はウインタースポーツ等や雪遊びなど、富良野

の特色を生かした観光を進めるとともに、豊かな自然の

中で育まれた旬の農産物を活用した食を提供するグリー

ンフラッグ事業を進めることにより満足度の向上に努め

てまいりたい、このように考えているところであります。

また、富良野・美瑛広域観光推進協議会を中心に、広域

で連携をし、それぞれの市町村が持つ資源を有機的に結

びつけ、滞在時間を拡大するとともに、統一したイメー

ジでの売り込みや誘客を進めてまいりたいと考えている

ところであります。 

 次に、再生可能エネルギーの事業支援についてであり

ます。 

 本市及び圏域４町村は、北海道総合研究機構と協定を

結び、戦略研究として地域・産業特性に応じたエネルギ

ーの分散型利用モデルの構築に取り組んでおります。地

域にあるエネルギーを地域でいかに使うかが最大のテー

マであり、再生可能エネルギーの地産地消が実現するこ

とが理想であると考えております。現在、本戦略研究で

は、エネルギーの賦存量や利用可能性、高効率的利活用

及び省エネ化のための技術開発、地域内での需給モデル

の提案等の調査研究が進められております。この研究成

果と地域エネルギー関連の起業、就業の実現性を判断し

ながら、行政としての効果的な支援を検討してまいりた

いと考えているところであります。 

 次に、固形燃料利活用の今後の取り組みについてであ

ります。 

 本市では、現在、市外に売却している固形燃料の市内

利用に向け、ボイラー燃焼試験等に取り組んでいるとこ

ろであります。平成26年度北海道の一村一エネ事業に富

良野市ＲＤＦ利活用促進モデル事業が採択をされ、富良

野市農業担い手センター及び学習センターにおいて固形

燃料ボイラーを導入し、試験運転を行っております。今

後、この固形燃料ボイラーの試験運転結果を検証し、熱

供給事業としての地域利活用モデルを確立し、農業ハウ

ス等への利用に向けた小型ボイラー等の開発や公共施設

等への導入を検討してまいります。 

 次に、３件目の中心市街地の活性化について、店舗つ

きマンションやアトリウムの整備内容であります。 

 店舗つきマンションの１階部分には、現在のところ、

12店の小売商業テナントが入り、２階から７階までは18

戸の賃貸型共同住宅になるものであります。また、アト

リウムは、天井の高い約120坪の広大な空間で、天候に左

右されずにさまざまな各種イベントを催すことができる

スペースであり、昨年実施した富良野市民ニーズ調査に

おいて高いニーズがあった休憩スペースやパブリックス

ペースとして活用されるとお聞きをしております。この

ことから、アトリウムについては、既に稼働しているサ

ービスつき高齢者向け住宅や保育所を含め、高齢者や親

子が集い、交流する施設に活用することを考えていると

ころであります。 

 次に、（仮称）サンライズ・パーク整備事業の具体的

構想づくりのスケジュールとまちなか回遊についてであ

ります。 

 （仮称）サンライズ・パーク整備事業は、昨年10月に

国から認定をされた新たな中心市街地活性化基本計画に

基づき、平成27年度は、ふらのまちづくり株式会社や商

工会議所、各商店街など関係団体と連携をしながら具体

的な構想づくりに着手し、事業内容や整備手法などにつ

いて検討を進めるとともに、平成28年度以降の事業実施

に向けて、北海道及び国の関係省庁と地元負担の軽減を

図ることができる事業の推進について協議を進めてまい

ります。 

 まちなか回遊につきましては、中心街活性化センター

ふらっとを含む駅前地区とフラノ・マルシェ、ネーブル・

タウンと（仮称）サンライズ・パークを核となる拠点と

し、これらの相乗効果により周辺商店街へのまちなか回

遊を図ってまいります。 

 次に、４件目の人口減少対策について、地方版総合戦

略を策定するための人材の確保についてであります。 

 国は、人口５万人以下の市町村に対し、戦略づくりを

支援するために、国家公務員や大学研究者などを首長の

補佐役として派遣する地方創生人材支援制度を創設して

おります。 

本市といたしましては、この地方創生人材支援制度は活

用せず、国が、市町村の要望に応じ、当該地域に愛着、

関心を持つ意欲ある省庁の職員を相談窓口として選任す

る地方創生コンシェルジュ制度に応募しているところで

あり、この制度も活用しながら地方版総合戦略の計画策

定や地方創生に関する取り組みを進めてまいります。 

 次に、それぞれの地域や町内会のよさを発揮できる人
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づくり、地域づくりについてであります。 

 市では、地域コミュニティ活動の活性化及び町内会加

入率向上の取り組みとして、町内会加入促進マニュアル

を作成し、本年、全町内会に配付をいたしているところ

であります。 

一部の町内会では、早速、マニュアルを活用して、新築

アパートの入居者に対し、事前に加入案内のチラシを配

り、町内会長が奥さんともどもに一軒一軒訪問し、全員

が町内会に加入した実例を広報ふらの３月号で御紹介し

たところであり、市としては、このような地域での主体

的な活動の情報提供や側面的支援に努めてまいります。 

 次に、女性が安心して子供を産み育てることのできる

環境づくりの取り組みについてであります。 

 子ども・子育て支援法が平成27年４月１日より施行に

なり、「子どもの幸せ 子育ての喜び －協働・感動の

子育て支援をめざして－」を基本理念に、富良野市子ど

も・子育て支援事業計画及び富良野市次世代育成支援第

３期地域行動計画がスタートし、子育てを社会、地域全

体で支え、次代を担う子供たちを育むために、安心して

子育てができ、育てる喜びを感じることができる環境づ

くりを推進してまいります。 

 また、子育てにおいては、多様なニーズに応じた子育

て支援サービスの充実や、子育てに関する情報提供、相

談、助言などが必要であり、富良野市子ども・子育て支

援事業計画の基本的視点である妊娠、出産、育児の切れ

目のない支援の視点に基づいた各種事業を推進し、女性

が安心して子供を産み育む環境づくりに努めてまいりま

す。 

 次に、雇用の確保のためのデータ集積についてであり

ます。 

 今後、いかに多くの有能な人材を確保していくかが課

題であり、平成24年度から26年度の３年間、農村実態調

査事業で、労働力調査として農業の労働力需給構造調査、

農業の雇用労働力確保に関する調査、市民農業従事意向

調査を実施してきました。この調査結果は、10年後まで

に熟練労働者100名を確保すべきとの指摘に対し、残念な

がら、現状では市内居住者からの労働供給は厳しいとい

うものでありましたが、ＪＡふらののヘルパー事業にお

けるリピート率向上のための通年就業、市街地非農家女

性の意向を踏まえた就業形態の見直し等に取り組むべき

との指摘もあったことから、これを参考にしてまいりた

い、このように考えているところであります。 

 商業におきましては、富良野市労働福祉協議会と富良

野商工会議所が連携して、新卒者採用アンケート調査の

実施、富良野商工会議所では、地域創生に向けた雇用情

勢緊急アンケートにより、今後の採用計画や従業員の子

育て支援制度の実態把握を行っているところであります。

今後、ハローワークの求人データや富良野広域圏通年雇

用促進協議会での企業訪問時の聞き取り結果もあわせ、

雇用確保に向けたデータを集積し、活用してまいります。 

 職場情報の提供のあり方でありますが、求人情報につ

きましては、ハローワークと連携をし、市の窓口でも提

供していくとともに、ふらの就職応援フェアにおきまし

ても地元企業の求職状況を周知しておりますので、今後

も引き続き同様の形で情報提供してまいりたい、このよ

うに考えているところであります。 

 次に、女性のワーク・ライフ・バランスや若者の雇用

対策についてであります。 

 女性のワーク・ライフ・バランスにつきましては、関

係団体と連携し、市内企業の育児休暇などの制度の実態

把握に努めるとともに、社会参加に向けた環境整備、再

就職に向けた支援について調査研究してまいりたいと考

えているところであります。 

 若者の雇用対策につきましては、関係機関や団体と連

携し、地元企業への雇用要請やふらの就職応援フェアの

開催、高校の進路担当教諭との情報交換や企業見学会、

インターンシップなどの就労に向けた状況づくりを図っ

てまいります。 

 次に、地域経済活性化につながるふるさと納税につい

てでありますが、平成27年４月から、ふるさと納税は、

控除限度額の引き上げ、申告手続の簡素化が図られます。

本市においては、ふるさと納税については、制度開始以

来、一般寄附としての取り扱い、特典は設けないことを

基本に運用しております。今後におきましても、特産品

の特典による募集、あるいは、経済活性化という観点か

らではなく、自分の生まれた故郷、あるいは育った地域

の応援という趣旨に重きを置き、ふるさと納税の実施方

法を検討してまいります。 

 以上であります。 

○議長（北猛俊君） 続けて、御答弁願います。 

 教育委員会教育長近内栄一君。 

○教育委員会教育長（近内栄一君） -登壇- 

 公明党、大栗民江議員の教育行政執行方針に対する代

表質問にお答えいたします。 

 初めに、教育委員会制度改革に対する認識についてで

ありますが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

等の改正では、地方公共団体の首長と教育委員会との連

携の強化を図るため、総合教育会議を設置し、首長と教

育委員会が協議、調整を行う中で、地域における教育の

課題やあるべき姿を共有していくこととなり、より一層、

民意を反映した教育行政の推進を図ることができるもの

と考えております。また、教育委員会を引き続き教育行

政の執行機関とし、その職務権限に変更はないことから、

これまでどおり教育の中立性、継続性、安定性は確保さ

れるものと考えております。 

 さらに、新たな教育長は、教育行政に大きな権限と責
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任を有することから、教育委員会の委員による教育長の

職務をチェックする機能を強化するとともに、住民に対

して開かれた教育行政を推進する観点から、原則として

議事録を作成、公表することが義務化されるなど、教育

委員会の審議の活性化と透明化が図られるものと考えて

おります。 

 次に、総合教育会議の設置、運営についてであります

が、改正法が本年４月１日から施行され、総合教育会議

の設置については、経過措置がないため、４月以降、早

い時期に総合教育会議を開催すべきものと考えておりま

す。このため、本市におきましても、４月以降、早い時

期に総合教育会議を設置し、開催をしてまいります。 

 また、運営に当たりましては、法では、首長が総合教

育会議を設け、招集することとなっていますが、本市で

は、地方自治法の規定に基づき、総合教育会議に係る事

務を教育委員会事務局に委任、または補助執行すること

としており、回数は、緊急時を除き、年二、三回を想定

しております。 

 次に、教育行政の責任の明確化についてです。 

 新たな教育委員会制度においては、新教育長は首長が

直接任命するため、首長の任命責任が明確化されるとと

もに、教育委員長と教育長を一本化した新教育長が教育

行政の責任者となり、教育行政の明確化が図られること

となります。 

 なお、経過措置が設けられており、現在の教育長は、

教育委員会の委員としての任期中に限り、なお従前の例

により在職することとなります。 

 次に、中高学力向上プロジェクトの設置における具体

的取り組みについてであります。 

 沿線の道立高等学校と市内中学校の校長、教頭が一堂

に会し、進路指導及び生徒指導、学力向上などの諸課題

を情報交換し、学校経営の改善に資するため、富良野市

中高学校経営連絡協議会を組織しています。協議会にお

いて、特に学力向上に向けて基礎、基本の定着を図るた

め、中学校と高等学校の情報共有や連携した方策の検討

などを目的に、教頭先生により中高学力向上プロジェク

トチームを組織しております。具体的な取り組み内容で

すが、中学校から高等学校への接続のあり方の研究、学

力向上のための指導内容、方法の工夫、改善の検討、授

業交流を推進するため、中学校、高等学校相互の教員が

参加する公開授業、研究授業の実施、中学校教職員及び

保護者、生徒を対象とした学校説明会の開催などにより、

学校間の枠を超え、地域ぐるみで学力を向上させるため

の具体的な活動を行っております。 

 次に、インターネットによる被害から守る啓発活動の

取り組みについてであります。 

 学校においては、インターネットなどのトラブルに子

供たちが遭わないように、年齢に応じた段階的な指導に

よる情報モラル教育を行ってまいります。また、家庭に

対しても、インターネット被害から子供たちを守るため

に、市ＰＴＡ連合会と連携し、スマートフォンなどの情

報端末を使用する際の家庭でのルールづくりについて啓

発、周知するとともに、ネットトラブル防止に関する講

演会を開催し、ネットトラブルの危険性などについて情

報提供を行ってまいります。 

 以上でございます。 

○議長（北猛俊君） 以上で大栗民江君の質問は終了し、

市政執行方針並びに教育行政執行方針に対する代表質問

を終わります。 

――――――――――――――――――――――――― 

        散  会  宣  告         

――――――――――――――――――――――――― 

○議長（北猛俊君） 以上で、本日の日程は終了いたし

ました。 

 明10日の議事日程は、当日御配付いたします。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

 

                午後１時56分 散会
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